
栄町雇用促進奨励金交付要綱  

 （目的）  

第１条  この要綱は、町民を雇用した事業者に対し、予算の範囲内で雇

用促進奨励金（以下「奨励金」という。）を交付することより、栄町

における雇用の促進を図ることを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において「町民」とは、栄町の区域内に住所（住民基

本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき住民基本台帳に記録さ

れる住所をいう。以下この項において同じ。）を有する者（正規雇用

者として事業者に雇用された日から１月を経過する日までに栄町の区

域内に住所を有することとなる者を含む。）をいう。  

２  この要綱において「事業者」とは、栄町の区域内に本店又は営業所

を有する法人及び個人であって、５人以上の正規雇用者を雇用してい

るものをいう。ただし、次に掲げる法人及び個人を除く。  

（１）国又は地方公共団体が出資し、及び経営する法人  

（２）一般社団法人及び一般財団法人  

（３）その他町長が不適当と認める法人及び個人  

３  この要綱において「正規雇用者」とは、雇用期間を限定することな

く、１週間の所定労働時間を３０時間以上とする労働契約（労働契約

法（平成１９年法律第１２８号）に基づく労働契約をいう。）を締結

した労働者（同法第２条第１項に規定する労働者をいう。）をいう。  

 （交付対象事業者）  

第３条  奨励金の交付を受けることができる事業者（以下「交付対象事

業者」という。）は、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

（１）正規雇用者として新たに１人以上の町民を雇用する者であること。  

（２）前号の規定により雇用した正規雇用者をその雇用した日から１２

月を経過する日まで継続して雇用している者であること。  

（３）町税を滞納している者でないこと。  

（４）法令等に違反している者でないこと。  

（５）その他町長が必要と認める要件を満たしている者であること。  

 （奨励金の額等）  

第４条  奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。  



（１）正規雇用者として町民（次号に掲げる者を除く。）を雇用した場

合  正規雇用者１人につき１０万円  

（２）正規雇用者として障がい者（障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和３５年法律第１２３号）第２条第１号に規定する障害者を

いう。）である町民を雇用した場合  正規雇用者１人につき２０万

円  

２  奨励金の交付は、正規雇用者１人につき１回限りとする。ただし、

町長が必要と認めるときは、この限りでない。  

３  奨励金の額は、１事業者につき１年度５０万円を上限とする。  

 （交付の申請前の届出）  

第５条  奨励金の交付を受けようとする事業者は、正規雇用者として町

民を雇用したときは、栄町雇用促進奨励金交付申請前届出書（別記第

１号様式）に次に掲げる書類を添えて速やかに町長に届け出て、奨励

金の交付要件の確認を受けなければならない。  

（１）交付要件確認書（別記第２号様式）  

（２）雇用した正規雇用者の名簿  

（３）雇用した正規雇用者に係る雇用日、賃金、労働時間その他の労働

条件を証する書類  

（４）登記事項証明書の写し又は個人たる事業者であることを証する書  

 類  

（５）その他町長が必要と認める書類  

２  前項の規定による届出をした者は、当該届出の内容に変更があった

ときは、速やかに町長に報告しなければならない。  

 （交付の申請）  

第６条  奨励金の交付を受けようとする交付対象事業者は、正規雇用者

として町民を雇用した日から１２月を経過した日の属する月の翌月の

末日までに、栄町雇用促進奨励金交付申請書（別記第３号様式）に前

条第１項各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。  

 （交付の決定）  

第７条  町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審

査して奨励金の交付の可否を決定し、交付する旨の決定（以下「交付

決定」という。）をしたときは栄町雇用促進奨励金交付決定通知書

（別記第４号様式）により、不交付とする旨の決定をしたときは栄町



雇用促進奨励金不交付決定通知書（別記第５号様式）により、当該申

請をした者に通知するものとする。  

 （交付の請求）  

第８条  前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者（以下「交付決

定事業者」という。）は、奨励金の交付を請求しようとするときは、

町長が別に定める日までに、栄町雇用促進奨励金交付請求書（別記第

６号様式）により、町長に請求しなければならない。  

 （交付決定の取消し）  

第９条  町長は、交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該交付決定事業者に係る奨励金の交付決定の全部又は一部を取

り消すことができる。  

（１）偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受け、又は奨励

金の交付を受けたとき。  

（２）奨励金の交付決定の日から１年以内に交付対象事業者に該当しな

くなったとき（正規雇用者の死亡、入院その他やむを得ない事情

があると認められるときを除く。）。  

（３）この要綱の規定に違反したとき。  

 （奨励金の返還）  

第１０条  町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場

合において、その取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されてい

るときは、期限を定めて、これを返還させることができる。  

 （台帳の整備）  

第１１条  町長は、奨励金の交付の状況、奨励金の交付に係る雇用の状

況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものと

する。  

 （補則）  

第１２条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定め

る。  

   附  則  

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。  



別 記 

 第１号様式（第５条第１項） 

 

年  月  日  

 

栄町雇用促進奨励金交付申請前届出書 

 

申請者 

所在地（住所）  

名称  

代表者氏名  

電話番号  

 

 栄町雇用促進奨励金交付要綱第５条第1項の規定により、下記のとおり届け出

ます。 

 

記 

 

１ 交付申請額             円 

 

２ 添付書類 

（１）交付要件確認書（要綱別記第２号様式） 

（２）雇用した正規雇用者の名簿 

（３）雇用した正規雇用者に係る雇用日、賃金、労働時間その他の労働条件を

証する書類 

（４）登記事項証明書の写し又は個人たる事業者であることを証する書類 

（５）その他町長が必要と認める書類 

 

同意欄 

 私は、奨励金の交付の可否の決定に当たり、栄町が保有する自社（私）の

町税の納付状況に関する情報について、栄町職員が調査することに同意しま

す。 

事業者（代表者）氏名 ○印  

（注）氏名は、記名押印してください。 

 



第２号様式（第５条第１項第１号） 

 

（ ／ ） 

交付要件確認書 

    年  月  日現在 

①（交付対象）

事業者につい

て 

事業者名  

業  種  

正規雇用者数  

②正規雇用者に

ついて 

 ふりがな 

①氏  名 

 

 

②生年月日 年  月  日 

③雇用年月日 年  月  日 

④雇用条件 月額・日額      円 

⑤満年齢 満    歳 

⑥住所 栄町 

③調査への同意  私は、奨励金の交付の可否の決定に当たり、栄町が保

有する私の住所及び障がいに関する情報について、栄町

職員が調査することに同意します。 

    年  月  日 

 

 氏名  

 

注） 

 １ ②及び③については、雇用された正規雇用者本人が記入してください。 

 ２ ③の氏名については、自署してください。 

 

  



 第３号様式（第６条） 

 

年  月  日  

栄町雇用促進奨励金交付申請書 

 

申請者 

所在地（住所）  

名称  

代表者氏名  

電話番号  

 

 雇用促進奨励金の交付を受けたいので、栄町雇用促進奨励金交付要綱第６条

の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請額             円 

 

２ 添付書類 

（１）交付要件確認書（要綱別記第２号様式） 

（２）雇用した正規雇用者の名簿 

（３）雇用した正規雇用者に係る雇用日、賃金、労働時間その他の労働条件を

証する書類 

（４）登記事項証明書の写し又は個人たる事業者であることを証する書類 

（５）その他町長が必要と認める書類 

 

 

同意欄 

 私は、奨励金の交付の可否の決定に当たり、栄町が保有する自社（私）の

町税の納付状況に関する情報について、栄町職員が調査することに同意しま

す。 

交付対象事業者 

（代表者）氏名 
○印  

（注）氏名は、記名押印してください。 

 

  



 第４号様式（第７条） 

 

栄町 指令第   号  

年  月  日  

 

栄町雇用促進奨励金交付決定通知書 

 

           様 

 

栄町長          □印   

 

     年  月  日付けで申請のあった雇用促進奨励金については、栄

町雇用促進奨励金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり交付することを

決定したので通知します。 

 

記 

 

  交付決定額    金            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 この通知の日から１年以内に交付対象事業者に該当しなくなったときは、

遅滞なく、その旨を町長に届け出てください。 



 第５号様式（第７条） 

 

栄町 指令第   号  

年  月  日  

 

栄町雇用促進奨励金不交付決定通知書 

 

           様 

 

栄町長          □印   

 

     年  月  日付けで申請のあった雇用促進奨励金について、栄町

雇用促進奨励金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり不交付とすること

を決定したので通知します。 

 

記 

 

  不交付の理由 

 

 



 第６号様式（第８条） 

 

年  月  日  

 

栄町雇用促進奨励金交付請求書 

 

 栄町長          様 

 

交付決定 

事 業 者 

所在地（住所）  

名称  

代表者氏名  

電話番号  

 

     年  月  日付け栄町 指令第  号をもって交付決定のあった

雇用促進奨励金について、栄町雇用促進奨励金交付要綱第８条の規定により、

次のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額     金       円 

２ 奨励金振込先 

金融機関名 銀行       本店 

信用金庫     支店 

農協       支所 

口座番号  普通・当座 Ｎｏ． 

フリガナ 

口座名義人 

 

 注 預金通帳の写し等振込先金融機関の口座を確認することができる書類を

添付してください。 
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